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０１ 生駒市について

53.15 k㎡

116,259 人

52,210 世帯

（R7.8.1現在）

◇ 大阪中心部まで電車で約 20 分 ⇒ ベッドタウンとして発展

◇ 県外就業率 全国 ４ 位（約51.5％）

◇ 市内定住意向 88.6％

生駒市

面 積

人 口

世帯数

令和２年国勢調査

令和５年度生駒市市民実感度調査

奈良

大阪

兵庫

京都 滋賀

和歌山

三重

国土地理院「白地図」をもとに作成



０１ 生駒市について

<生駒市の住宅ストック>

約 7 割が戸建て、約 8 割が持ち家

出典：令和２年国勢調査

ベッドタウンとして発展し

戸建て住宅を中心としたニュータウン開発が進められてきたため

と非常に高いことが特徴

<分譲マンション事情>

【市内の築40年以上のマンションの数】

現在：約1,200戸 10年後：約3,000戸 20年後：約5,900戸

約2.5倍に！

約5倍に！

【分譲マンションの居住割合】

マンションには 約15% の世帯が居住

利便性の高い生駒駅周辺でマンション建設が活性化するなど、居住世帯は 増加 し続けている



０1 生駒市について

＜本市のマンション対策の経緯>

【令和4年度】

マンション管理の実態調査を実施（管理組合向けアンケートやヒアリング等を実施）

該当

マンション数

各水準の詳細
管理水準 認定基準の

適合数
助言・指導等の

基準
1件

（1．7％）
16項目
(すべて）該当なし

a）
適正管理

31件
（5２．5％）

12～15
項目

該当なし
b)
概ね適正管理

18件
（30.5％）

11項目
以下

該当なし
c)
一部に課題

9件
（15.3％）

－1つでも該当
d)
管理不全可能性

59件
（100.0％）計

■生駒市内のマンションの管理状況
（令和4年度生駒市マンション実態調査の結果）こうした背景を踏まえて

マンションの管理水準の向上や、管理不全の予防・解消、

管理実態の分からないマンションへの対応を実施するこ

とで、マンションの適正管理の推進を図ることを目的に、

新たな施策を実施した

d)管理不全の可能性のあるマンションはいずれも、

・築20年以上

・50戸未満の小規模マンション

・長期修繕計画を作成していない

【令和6年度】

6月にマンション管理適正化推進計画を策定し、マンション管理計画認定制度を開始

◆ 今後は各マンションの状況に応じた適正管理の誘導や、建物の高経年化・居住者の高齢化への対応、

管理実態の分からないマンションへの対応が重要に



０２ 管理組合・区分所有者に向けた効果的な情報発信（啓発リーフレット）

<ねらい>

マンション管理適正化推進計画や管理計画認定制度の概要等を分かりやすく伝える

＜活用方法>

・2024年9月に市内の全マンション管理組合宛てに郵送（アンケートも同封）

・市ホームページ（「マンション管理適正化に関するお知らせ」）に掲載

・「マンション管理セミナー・個別相談会」や「管理組合へのプッシュ型支援」の際に手交

＜工夫した点>

「管理計画認定基準」の項目に沿ったセルフチェックリストを掲載し、結果に応じて具体的な次の行動に

つなげられるように作成した

・全部にチェックが入った場合 → 管理計画認定取得に誘導

・チェックできない項目があった場合 → 管理を見直すようにセミナーへの参加を促す

＜アンケートより>

・回答者（n＝13）のうち11名（約85%）が、「十分役に立つ」「少し役に立つ」と回答

・一番印象に残った内容として、「セルフチェックリスト」を挙げている方が多い（約60%）

・大半のマンションで、何か具体的な行動をおこしたいという回答があった

（理事会等で管理の見直しや管理計画認定制度について話し合いたい、専門家に相談したい など）



０２ 管理組合・区分所有者に向けた効果的な情報発信

<啓発リーフレット「資産価値が下がる前に！今すぐ見直したいマンション管理」の作成>



０２ 管理組合・区分所有者に向けた効果的な情報発信

<啓発リーフレット「資産価値が下がる前に！今すぐ見直したいマンション管理」の作成>



０３ 「マンション管理セミナー・個別相談会」の開催

＜ターゲットと主な内容>

＜「マンション管理セミナー・個別相談会」のねらい＞

・組合活動の情報交換等ができる仲間をつくる

・マンション管理の課題解決に向けたヒントを得る

・管理組合等と専門家との関わりづくり

・市と管理組合等が顔の見える関係の構築

最新情報はHPでチェック！

その他のマンション管理に関する情報は

市のホームページで随時アップしています

生駒市 マンション管理適正化

マンション支援の初年度として、管理組合や区分所有者（特に管理への関心が高い層）を広く対象に

関心が低い層に対しては、あらかじめ「啓発リーフレット」を配布して管理への関心を高める

主な内容ターゲット

・講演形式で、専門家から基礎知識をレクチャー

・管理計画認定の認定基準等を足掛かりに、
適正管理について知ってもらう機会に

知識・経験が少ない理事等
（管理についての知識を深めたい）

第1回

・交流会形式で、同じ関心・課題を持つ参加者同士で
情報交換等を行う

・一定の知識を持つ参加者に対して、
知識をアップデートしてもらう

知識・経験豊富な理事等
（課題解決のヒントを得たい、
他マンションと情報交換したい）

第2回



０３ 「マンション管理セミナー・個別相談会」の開催

<第1回>

◆ 参加者数

・セミナー：8管理組合・10名

・個別相談会：2管理組合・3名

◆ 工夫した点

・啓発リーフレットと合わせてセミナーチラシを

全管理組合に郵送し、管理への関心を高める

講演は学識者とマンション管理士の

2本立てで実施

・専門家（学識者、奈良県マンション管理士会、

NPO法人奈良県マンション管理組合連合会）

と企画検討段階から密に連携し、管理組合や

区分所有者のニーズに即した内容に



０３ 「マンション管理セミナー・個別相談会」の開催

<第1回>

◆ 参加者アンケートより

・このセミナーをきっかけに、「管理計画認定制度」

や「管理の見直し」について情報収集や検討したい

という回答が多くみられた

・初めて管理組合の理事になった方や、理事以外の

区分所有者の方など、想定していたターゲット層

（管理の知識をこれから深めたい、管理組合の経験

が少ない）に参加いただけた



０３ 「マンション管理セミナー・個別相談会」の開催

<第2回>

◆ 交流会の具体的な進め方

・申込時に入力してもらった「興味のあるテーマ」

「関心のあることや相談したい内容」によって

グループ分けを行う（今回は2グループ）

・各グループのファシリテーターは専門家（マン

ション管理士）が務め、参加者への話題振りや

アドバイスなどを実施

※話題提供としてテーマに応じた資料を準備

・テーブルごとに意見・情報交換

・ファシリテーターから総括コメント・質疑応答

◆ 参加者数

・セミナー：12管理組合・14名

・個別相談会：4管理組合・5名



０３ 「マンション管理セミナー・個別相談会」の開催

<第2回>

初の試みであった交流会は予想以上に盛り上がり、

多くの好意的な意見が出た

・他のマンションの動向が分かった

・皆さんの悩みを聞けて良かった

・その場で専門家からアドバイスいただけて参考

になった

・もっと時間があってもよいと思う

・他のマンションとの交流を続けたい

◆ 参加者アンケートより



０３ 「マンション管理セミナー・個別相談会」の開催

<交流会の記録（一部抜粋）>

◆ ファシリテーター（マンション管理士）による総括コメント

◆ その他に出た話題

【グループA】管理組合運営

・（講演で取り上げられた）外部管理者方式についての関心が高かった

・皆さん勉強されていて、かなり深い議論になり、この場で結論を出すことが難しい内容ばかりだった

・話もまだまだ尽きないようだったので、今後もこのような交流会が続いていければと思う

【グループB】修繕

・参加者のマンションは築20～50年まで幅広く、最低でも１回、多い方で３～４回の大規模修繕工事の

経験があった

・資料を用いて工事の発注方法の違いや修繕積立金の基準などについて解説した

・組合運営の継続性（理事の中に修繕委員を位置付けて、理事長など経験のある方に担ってもらっている）

・理事候補の決め方（輪番制の場合、介護や育児など個人的な事情で理事になれない方をルール化しているか）

・区分所有者の主体性（約1/3が遠方居住で総会の出席も数名のみ。管理会社にお任せ状態になっている）

・管理会社との付き合い方（居住者のルール違反があっても、調和を乱すという理由で注意してくれない）

・管理規約について（規約でベランダへのアンテナ設置を禁止しているが、無断で設置している人が数名いる）

・大規模修繕工事のタイミングについて（管理組合は素人なので、修繕時期や箇所の見極めが難しい）

・修繕積立金の値上げについて（管理組合がまず頼りにするのは管理会社なので、言われた通りにしてしまっている）



<目的>

管理水準が低いマンションや管理実態が分からないマンションを対象に、直接的な訪問・聞き取りによる

管理実態の把握および専門家による押しかけ型の相談対応を行うことにより、将来への危機感を高め、

長期修繕計画の作成など具体的な行動に移せるように促すことを目指す

０4 管理組合へのプッシュ型支援

<対応の流れ>

Step 3Step 1 Step 2

支援の優先度を判断

① 自主管理マンション

② 旧耐震マンション

③ 管理実態不明マンション

アポ取り 現地訪問による聞き取り調査、管理組合へのアドバイス

① 市と専門家（マンション管理士）で管理組合を訪問

② 事前に作成したヒアリングシートに基づき、聞き取りを実施

③ 市と専門家（マンション管理士）により、管理組合へアドバイスを実施

<主な聞き取り内容>

・R4に実施したアンケート回答内容と理由の確認

・直近の改修状況や改善点・困りごと

・マンション管理において抱えている課題

・耐震診断、耐震改修の実施状況

・管理組合の役員の確認

・管理計画認定制度への関心状況

<対応例>

・困りごと：長期修繕計画が策定されていない

→例：マンション管理センターの長期修繕計画作成サービスの利用

・困りごと：資金不足で修繕できない

→例：「マンション共用部分リフォーム融資」の活用

・困りごと：高齢化による役員のなり手不足

→例：管理会社などによる、第三者管理者制度の導入



<事前ヒアリングシート>

０4 管理組合へのプッシュ型支援



０4 管理組合へのプッシュ型支援

<支援メニューに関する資料（一例）>



<事業の評価>

専門家との訪問によるプッシュ型支援を通じて、計2件の管理組合の管理状況の改善に向けた助言や

情報提供を行い、長期修繕計画がないマンションや管理実態が不明なマンション、自主管理マンションの

解消を図ることができた

プッシュ型支援の対象となるような管理水準の低いマンションは、市からのアプローチ（※）に対して

リアクションが無いことがほとんどであり、連絡先（理事長の電話番号など）が把握できないことが多い

※これまで実施した市からの主なアプローチ

・マンション管理の実態調査のためのアンケート（令和4年度）

・啓発リーフレットの郵送（令和6年度）

・「マンション管理セミナー・個別相談会」の案内チラシの郵送（令和6年度）

＜今後の展開>

・管理水準が低いマンションや、管理実態が不明なマンションはまだ複数残っており、支援は継続

・連絡先が把握できていないマンションがほとんどであるため、時期を変えて複数回に渡り「市と専門家

が訪問して管理の相談に乗ります」といったチラシを郵送した上で、リアクションがあったマンションから

対応していくことが考えられる

０4 管理組合へのプッシュ型支援

<課題 ： 連絡先が分からない管理組合へのコンタクト方法の検討>



・「マンション管理セミナー・個別相談会」や「プッシュ型支援」を通じて、市内全110件のうち

16件 の管理組合との関係構築（直接顔を合わせる機会の創出）を図ることができた

・いずれの取組も、専門家である 「奈良県マンション管理士会」 、 「NPO法人

奈良県マンション管理組合連合会」 と連携して取り組むことにより、市と専門家

との連携体制の構築及び管理組合・区分所有者と専門家との関係構築を図ることができた

・「情報発信」 と 「マンション管理セミナー・個別相談会」 については、

実施後に管理組合の感想・意見等を調査し、来年度以降の効果的な取組に向けた問題点や

課題等を把握することができた

・さらに、これらの取組を通じて、実態を把握できていない管理組合51件のうち ４件の

実態把握ができた

０5 まとめ


